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緊急避妊薬のスイッチ OTC化に伴う関係機関への協力依頼について 

 

緊急避妊薬のスイッチ OTC化に関しては、平成 28年に医療用から要指導・一

般用への転用に関する評価検討会議においてスイッチ OTC 化の要望を受理した

ことを踏まえ、平成 29年より同会議で検討を重ねてきたほか、検討結果を踏ま

えたスイッチ OTC化に際した課題への対応策検討のために、令和５年 11月から

は調査研究事業を実施し、昨年 10月に緊急避妊薬が要指導医薬品として承認さ

れました。 

殿 



 

今般、要指導医薬品たる緊急避妊薬が承認されたことを受け、近く、薬局・

店舗販売業の店舗において、その販売が開始されることが予定されます。この

際、調査研究事業の結果を踏まえ、要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する際

には、需要者の状況に応じ、薬剤師が、性犯罪・性暴力被害者のためのワンス

トップ支援センター、児童相談所、女性相談支援センター等を紹介・連絡等す

る場合が想定されることから、別添資料を御参照の上、御了知いただくととも

に、貴管下の関係団体に対し周知をお願いします。 

なお、本件については、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本産科婦

人科学会、公益社団法人日本産婦人科医会、公益社団法人日本小児科医会、公

益社団法人日本小児科学会、公益社団法人日本薬剤師会、一般社団法人日本保

険薬局協会及び一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会にも通知してい

ることを申し添えます。 


